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発行元：月寒・東月寒地区学校配置検討委員会事務局 
(札幌市教育委員会生涯学習部学校施設課学校配置マネジメント担当) 第４号 

発行 

2024年 1月 

 この度、令和５年 12 月 18日に第３回学校配置検討委員会を開催いたしました。検討状況に

つきまして、地域の皆様へお知らせしますので、是非とも多くのご意見をお寄せください。 

月寒・東月寒地区では、あやめ野小学校の小規模化による課題の解

決等のため、令和５年２月より「学校配置検討委員会」（以下、「検

討委員会」といいます。）を設置し、検討を進めております。 
 

検討委員会の配布資料等については札幌市教育委員会のホームページに掲載しています。 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/tekisei/tsukisamu-higashitsukisamu.html 

※第３回検討委員会の後、計４件のご意見等が寄せられました。第４回検討委員会の資料として検討委員

会内で共有しております（上記 HPで公開）。内容に応じた協議の中で参考とさせていただきます。 

 

月寒・東月寒地区 学校配置検討委員会ニュース 

協議事項１ 校区・通学路検討に係わる諸条件について 

月寒東小 

あやめ野小 

月寒小 

【R5年度 札幌市豊平区「歩道」除雪路線図】※配布資料３②一部抜粋 

※第３回検討委員会にて、校区や通学路の検討をするにあたり、距離以外で考慮すべき条件に
ついても知りたいとのご意見があったため、各種資料を基に協議を行いました。 

凡　　　　例

ロータリー路線 ハンドロータリー路線 歩車道共有

●凡例のうち「歩車道共有」とは、生活道路ではないものの、道路状況により歩道除雪ができず、車道の雪を歩道に

　積み上げる除雪をして、歩道と車道が共有となっている路線であることを指します。

あやめ野小校区　※上記の除雪の線が見えるように少しずらして表記しています。

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/tekisei/tsukisamu-higashitsukisamu.html


- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項２ 通学区域の設定パターン毎のメリット及び課題について 

●通学路の変更に合わせて除雪の計画というのは見直されていくのか。生活道路であっても柔軟
に対応してもらえるのか。 

●地域から子どもたちの安全について強く要望しており、除雪については、除雪連絡協議会で地
域と学校と土木センターとでしっかり連携している。 

※類似の発言内容をまとめるなど文言を整理して掲載しています。 

※「●」・・・委員からの意見、質問等 

※「⇒」・・・委員、札幌市・教育委員会職員からの説明、回答 

意見・質疑応答の概要 
 

 

⇒【教育委員会】 

・通学路を見直す動きの中で、頂いたご意見を含めて土木センターや関係部局と情報共有

しながら対応していきたいと思います。 

月寒東小校区 
月寒小校区 

羊丘小校区 

小学校区 

※R5 年度実績。区域外通学者を除く。 

中学校区 

月寒中 

月寒小 

月寒東小 

あやめ野小 

児童 156人 

凡例 

あやめ野中 

羊丘小 

東月寒中 

月寒東小校区 
月寒小校区 

羊丘小校区 

小学校区 

※R5年度実績。区域外通学者を除く。 

中学校区 

月寒中 

月寒小 

月寒東小 

あやめ野小 

児童 150人 

凡例 

あやめ野中 

羊丘小 

東月寒中 

児童 6人 

月寒東小校区 
月寒小校区 

羊丘小校区 

小学校区 

※R5 年度実績。区域外通学者を除く。 

中学校区 

月寒中 

月寒小 
月寒東小 

あやめ野小 

児童 141人 

凡例 

あやめ野中 

羊丘小 

東月寒中 

児童 15人 

【配布資料４抜粋（設定パターン）】※ニュース用にレイアウトを変更しています 

１ あやめ野小校区を全て月寒東小校区とした場合 ２ 羊丘小寄りの地域を羊丘小校区とした場合 

３ 水源池通から北側を月寒小校区とした場合 ４ 月寒小、羊丘小寄りの地域を月寒小、羊丘小校区とした場合とした場合 

月寒東小校区 
月寒小校区 

羊丘小校区 

小学校区 

※R5年度実績。区域外通学者を除く。 

中学校区 

月寒中 

月寒小 

月寒東小 

あやめ野小 

児童 135人 

凡例 

あやめ野中 

羊丘小 

東月寒中 

児童 15人 

児童 6人 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

●前回の検討委員会で、月寒東小の増築について５クラス増加分は大丈夫という説明だったが、

想定を上回るクラス数となった場合は対応できるのか。 

●資料で提示されたパターン分けだと、多くの児童が月寒東小へ行くことが予想されるが、この

地区はまだ空き地があり、既に月寒東小校区内でマンション建設の話がある。そういった将来

的な人口動向も踏まえて校区を考える必要がある。 

●都市型のマンションは若年層だとなかなか手が届かない価格なので、高齢者が購入することも

考えられる。一概にマンション建設や土地開発が児童増加に直結するとは言えないと思う。 

●これまであやめ野小に通学していた児童が、統合後新しい学校に行くタイミングは年度始めと

いうことでいいか。年度途中から通学先の学校が変わる、ということはないか。 

●校区は一度決めてしまうと、後で微調整をするような変更は難しいのか。 

●仮にあやめ野小から羊丘小に振り分けられた児童が小学校を卒業する時に、数名だけあやめ野

中に行くことになるのはかわいそう。学校を選べるようにした方がいいのでは。 

 

 
⇒【教育委員会】 

・前回の検討委員会で月寒東小の増築イメージ図をお示ししましたが、５クラス分の増築

が最大限ということではありません。設計する時点で改めて土地開発の動向や児童数の

推計などを踏まえ、よりよい教育環境について充分配慮して検討いたします。 

・統合する場合、新しい学校が開校するタイミングは年度始めと考えています。 

・校区の見直しはその規模によらず、学校、保護者、地域等への影響が大きく、一度決め

たものを短期間で再度変更するのは避けたいと考えています。 

・指定変更区域の設定についても、この委員会で検討していきたいと考えております。 

 

番号 メリット 課題 

１ 

・現在のあやめ野小校区を全て月寒東小校区とす

ることで、これまでの友人関係が継続できる。 

・中学校校区についても変更する必要性が低い。 

・月寒小に近い児童も月寒東小へ通学することに

なる。 

・指定変更区域の設定について検討が必要。 

２ 

・月寒川より南側かつ豊平月寒２条線西側の区域

を羊丘小とすることで、通学時間が短くなる児童

がいる。 

・現状のあやめ野小校区が分割されるため、あやめ

野小児童が２校に分かれることになる。 

・中学校校区について、小学校校区に合わせて変更

するべきかどうかの検討が必要。 

・指定変更区域の設定について検討が必要。 

３ 

・水源池通から北側を月寒小校区とすることで、対

象区域の多くの児童は通学時間が短くなる。 

・現状のあやめ野小校区が分割されるため、あやめ

野小児童が２校に分かれることになる。 

・中学校校区について、小学校校区に合わせて変更

するべきかどうかの検討が必要。 

・指定変更区域の設定について検討が必要。 

４ 

・通学距離が近い小学校へ通学することができる。 ・現状のあやめ野小校区が３分割されるため、あや

め野小児童が２校に分かれることになる。 

・中学校校区について、小学校校区に合わせて変更

するべきかどうかの検討が必要。 

・指定変更区域の設定について検討が必要。 

 

 

 

 

 

【配布資料４抜粋（パターン毎のメリット・課題）】※ニュース用にレイアウトを変更しています 

統合する際の教育環境について 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見、ご質問は、下記事務局までお寄せください。 

▶第４回検討委員会の振り返り   ▶地域や保護者の皆様から寄せられた声の紹介 

▶通学区域の検討  ▶その他、当日協議を行う必要があるもの 

次回（第５回）検討委員会の議題（予定） 

▶会 議 名    第５回 月寒・東月寒地区 学校配置検討委員会  

▶開催日時   2024年(令和６年)３月 11日月曜日 16時 00分～17時 30分 

▶開催場所   月寒公民館（豊平区月寒中央通７丁目８-19） 
 ※検討委員のみが参加する会議のため、一般の方は入場できません。内容は後日ニュースレターやホームページでお知らせします。 

また、日程は都合により変更となる場合があります。 

また、日程は都合により変更となる場合があります。 

 

学校規模適正化 月寒・東月寒 検索 

さっぽろ市 

02-S01-23-2622 

R5-2-1580 

月寒・東月寒地区 学校配置検討委員会事務局 
▶札幌市教育委員会生涯学習部学校施設課（学校配置マネジメント担当） 
▶電話：011-211-3836 FAX：011-211-3837 

▶e-mail：gakkokibo@city.sapporo.jp 

 
検討委員会の開催概要は札幌市教育委員会のウェブページにも掲載しています。  

 https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/tekisei/tsukisamu-higashitsukisamu.html 

次回の検討委員会について                        

 

【協議結果】 

〇通学区域について、検討にあたっての考え方を整理し、引き続き検討を行う。 

 

●統合するという方向に向かって議論してきたが、保護者からネガティブな反応は出ていないと

いう印象。 

●マンションや土地開発の動向について、どの程度規模適正化の取組に当たって考慮すべきなの

かなど、検討するにあたっての方向性や、優先する事項を示してほしい。 

●資料４にあるメリット・課題は子ども目線からのものになっているが、子どもの立場だけに注

目して、子どもを支える大人を苦しめるような結果になってはいけない。例えば、学校の先生

が統合についてどう思っているのかなど大人からの視点での意見も知りたい。 

 

 

規模適正化に向けた検討委員会の協議について 

⇒【教育委員会】 

・校区割を検討するにあたって、どんな要素を重視して考えていくかといった考え方の方

向性や、これまでの規模適正化の取組における教職員の意見などについては、次回ご提

示したいと考えております。 

mailto:gakkokibo@city.sapporo.jp
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/tekisei/tsukisamu-higashitsukisamu.html

